
平成２３年１２月２０日

第４次補正予算案に盛り込まれた「エコカー補助金」について

本日１２月２０日に閣議決定された第４次補正予算案に、環境性能に優れた

新車の購入を補助する「エコカー補助金」が盛り込まれることになりました。

１． 環境性能に優れた新車の購入を補助する「エコカー補助金（環境対応車

導入普及促進対策費）」が平成２３年度第４次補正予算案に盛り込まれま

した（３，０００億円）。

２．現時点で検討中の対象車種と金額は以下のとおりです。平成２３年１２

月２０日以降に新車新規登録（又は新規検査届出）を行った車両を対象

とします。詳細につきましては別添資料をご覧ください。

＜乗用車等※１＞ （登録車等・軽自動車）

環 境 要 件 登録車等 軽自動車

平成 27 年度燃費基準達成または平成

22 年度燃費基準 25％超過達成※２※３ １０万円 ７万円

※１ 乗車定員が 10 人以下の乗用車及び車両総重量が 3.5 トン以下のトラック・バス（バンを含む）。

※２ 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。

※３ このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリーンデ

ィーゼル自動車（乗用自動車）も対象。

＜重量車＞ （トラック・バス）

環 境 要 件
小型※１

(GVW3.5 ﾄﾝｸﾗｽ)

中型※１

(GVW8 ﾄﾝｸﾗｽ)

大型※１

(GVW12 ﾄﾝｸﾗｽ)

平成 27 年度燃費基準達成※２※３ ２０万円 ４０万円 ９０万円

※１ 「小型」：車両総重量が 3.5 トンを超え 7.5 トン以下のトラック及び車両総重量が 3.5 トンを超え８トン以

下のバス。

「中型」：車両総重量が7.5 トンを超え 12 トン以下のトラック及び車両総重量が８トンを超え 12 トン以下

のバス。

「大型」：車両総重量が 12 トンを超えるトラック・バス。

※２ 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。

※３ このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車も対象。



３． なお、実際の制度実施には、第４次補正予算案の可決・成立が必要とな

ることにご留意ください。制度の詳細が決まりましたら、改めて公表い

たします。
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